
海部東部消防組合における女性職員の活躍の推進に関する 

特定事業主行動計画 

 
 海部東部消防組合における女性職員の活躍の推進に関する特定事業主行動計画（以下「本計画」とい

う。）は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成27年法律第64号。以下「法」という。）

第 19条に基づき、海部東部消防組合消防長が策定する特定事業主行動計画である。 

 

第1 計画期間 

女性活躍推進法は平成 27年度から令和 7年 3月 31日までの時限立法であるため、本計画の期間

は、令和 3年 4月 1日から令和 7年 3月 31日までの 4年間とする。 

 

第 2 女性職員の活躍の推進に向けた体制整備等 

   本消防組合では、組織全体で継続的に女性職員の活躍を推進するため、海部東部消防組合特定事

業主行動計画策定・推進委員会を設置し、本計画の策定・変更、本計画に基づく取組の実施状況・

数値目標の達成状況の点検・評価等について協議を行うこととしている。 

 

第 3 女性職員の活躍の推進に向けた数値目標 

   法第 19 条第 3 項及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく特定事業主行動

計画の策定等に係る内閣府令（平成27年内閣府令第61号。以下「内閣府令」という。）第 2 条に基

づき、本消防組合において、女性職員の職業生活における活躍に関する状況を把握し、改善すべき

事情について分析を行った。当該課題分析の結果、女性職員の活躍を推進するため、次のとおり目

標を設定する。 

 

 1 課 題 

   体力負荷の大きな仕事が前提となっていることから、女性職員の採用・定着が進まない。 

   肉体的に負担の大きな業務が主であること等から女性職員の採用が少なく、また、女性職員を配

置しにくい職場環境があり、消防における職務上の特殊性から女性を受け入れるための取組みが進

まないことが原因と考えられる。 

 

 2 目 標 

(1) 消防吏員に占める女性消防吏員の割合を 5％に引き上げる。 

   現状では男性が多数を占める消防組織において、消防を自らの職業として選択肢に含める女性を

増やし、女性消防吏員の増加、活躍推進を強力に進めていく。 

 

(2) 女性消防吏員の職域の拡大を図り、各部署への配置割合を引き上げる。 

   女性消防吏員が男性と同様に、意欲と適正に応じた人事配置を行い、各部署における女性職員の

配置割合を引き上げる。 

 

(3) 超過勤務時間を月平均 10時間以内にする。 

   男性を含めて職場全体で超過勤務の縮減に努め、ワーク・ライフ・バランスを推進し、男女の仕

事と家庭の両立支援に積極的に取組む。 

 

 



(4) 育児と仕事の両立支援制度（育児休業、配偶者出産休暇、育児参加のための休暇等）の活用を推

進する。 

   制度が利用可能な男性職員が配偶者出産休暇及び育児参加のための休暇、育児休業を取得しやす

い職場の環境づくりに取組む。 

 

第 4 女性職員の活躍の推進に向けた目標を達成するための取組及び実施時期 

   第 3で掲げた数値目標その他の目標の達成に向け、女性職員の職業生活における活躍に関する状

況を把握し、改善すべき事情について分析を行い、次に掲げる取組を実施する。 

 

(1) 職員採用候補者募集ポスターに女性消防吏員を採用する等、女性の採用の拡大に向けた積極的な

PR活動をする。 

   社会人になる年齢層の女性に対し、具体的な業務内容や勤務条件等を含め、仕事の魅力について、

より積極的に PR 活動するとともに、消防は女性が活躍できる職場であることの理解を深めてもら

う。 

 

(2) 女性消防吏員の職域の拡大を推進する。 

   消防業務において、法令による制限（重量物及び有毒ガス）を除き、性別を理由として従事でき

る業務を制限することはできないことを十分に理解し、多様な職務機会の付与や、能力向上のため

の研修に積極的に参加させ、女性消防吏員の意欲と適正に応じた人員配置により職域の拡大、計画

的な育成を推進する。 

 

(3) 女性専用の施設の整備及び装備の改善をする。 

   女性消防吏員の活躍の場を広げるために、女性専用のトイレ、浴室、仮眠室などの施設整備を計

画的に推進する。また、女性職員の要望に応じて、女性用の被服・装備品の導入を積極的に進める。 

 

(4) 多様なキャリアパスイメージやロールモデル事例の紹介、メンター制度を導入・実施する。 

   女性消防吏員が多い大規模な消防本部等の事例を基に、キャリアパスイメージやロールモデルの

紹介や、適切な援助や助言を得ることができるメンター制度を導入することにより女性消防吏員の

キャリア形成支援を図っていく。 

 

(5) 男女のワーク・ライフ・バランスの確保を進め、限られた時間を効率的に活かす。 

   定時退庁日等の設置と実施の徹底、年次有給休暇の取得促進、フレックスタイム制度の導入を検

討する等により、柔軟な働き方を推進するとともに、男性を含めて職場全体で超過勤務の縮減を進

め、男女の仕事と家庭の両立支援に積極的に取り組む。 

 

(6) 男性職員の家庭生活（家事・育児・介護等）への関わりを推進する 

   男性も家事や育児に参加できるよう、育児休業等の制度を周知するとともに、管理職員を対象に

所属職員が安心して育児休業等が取得できる職場配慮や環境づくり等の意識啓発に取組む。 

 

第 5 その他の女性職員の活躍の推進に関する事項 

 

   次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画による仕事と子育ての両立のための支援と併せて

本計画を積極的に取組む。 

 


